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厚木市介護職等雇用サポート事業補助金交付要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護職等の人材の確保を図るため、介護保険指定事業所を

設置し、運営する社会福祉法人等（以下「設置者」という。）に対し、厚木市

介護職等雇用サポート事業補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内

において交付することについて、厚木市補助金等交付規則（昭和 45年厚木市

規則第５号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 介護保険指定事業所 市内に所在する介護保険法（平成９年法律第 123号）

に基づく指定事業所であって、第５条の規定による申請の日の属する月の前

月までに給付実績があるものをいう。 

(2) 介護職等 設置者に直接雇用され、かつ、介護保険指定事業所に就労して

いる者をいう。 

(3) サービス 介護保険法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通

所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、特定施設入居者生活

介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対

応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス（看護小規模多機

能）、居宅介護支援、介護予防支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設を

いう。 

(補助金交付対象者) 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、設置者とする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）は、別

表第１に定めるとおりとする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次に掲げる額のいずれか少ない額とする。 

(1) 補助対象経費の実支出額 

(2) 別表第２に定める補助金の上限額 

２ 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとす

る。 

（申請及び交付決定） 

第６条 補助金の交付を受けようとする設置者は、厚木市介護職等雇用サポー

ト事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、当該年度の２月末日ま
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でに、市長に申請しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、補助金の交付を決定

したときは、厚木市介護職等雇用サポート事業補助金交付決定通知書により、

当該設置者に対して通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第７条 前条第１項の規定により補助金の交付の申請をした設置者は、同条第

２項の規定による補助金の交付の決定を受けた場合において、事業計画を遂

行することが困難となったときは、その旨を記載した書面を市長に提出する

ことにより、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の

交付の決定は、なかったものとみなす。 

（概算払） 

第８条 補助金は、概算払により交付するものとし、補助金の交付を受けようと

する設置者は、請求書を市長に提出しなければならない。 

（事業の計画変更） 

第９条 補助金の交付決定を受けた設置者は、当該事業の計画を変更しようと

するときは、厚木市介護職等雇用サポート事業変更承認申請書に次に掲げる

書類を添えて、市長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、当該変

更の内容が軽微な場合であって、補助金の交付決定額の変更を伴わないとき

は、この限りでない。 

 (1) 変更事業計画書 

 (2) 変更収支予算書 

２ 市長は、前項の規定により申請があった場合において、審査の上、適当と認

めるときは、厚木市介護職等雇用サポート事業変更承認通知書により、当該設

置者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第 10条 補助金の交付を受けた設置者は、当該事業が完了した日の翌日から 30

日以内又は当該交付を受けた年度末日までに、厚木市介護職等雇用サポート

事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければな

らない。 

(1) 事業報告書 

(2) 収支決算書 

(3）支出を証する書類の写し 

（補助額の確定） 

第 11条 市長は、前条の規定による事業実績の報告を受けたときは、その内容



3 

 

を審査し、必要に応じて調査等を行い、交付すべき補助金の額について確定す

るものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額

を超える補助金が設置者に交付されているときは、その超える部分の補助金

の返還を命ずるものとし、当該設置者は、速やかに返還しなければならない。 

（書類の整備等） 

第 12条 補助金の交付を受けた設置者は、当該事業に係る収入及び支出を明ら

かにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、

及び保管するものとする。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業が完了した日に属する市の

会計年度の翌年度から５年間保存するものとする。 

３ 市長は、補助金の交付に関して必要があると認めるときは、設置者に対し報

告若しくは帳簿書類その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問するこ

とができる。 

（交付決定の取消し等） 

第 13条 市長は、補助金の交付を受けた設置者が、次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することがで

きる。 

(1) 前条第３項の規定による市長の求めに応じず、又は質問に対して答弁を

せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。 

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(4) 補助金の交付を受けた当該年度末までに、介護サービス等の提供等を休

止し、又は事業所を廃止したとき。 

（補助金の返還） 

第 14条 市長は、第７条第１項の規定による補助金の交付の申請に係る取下げ

があった場合又は前条の規定により補助金の交付決定を取り消し、若しくは

変更した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることがで

きる。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 厚木市介護職員等人材確保及び育成支援事業補助金交付要綱（平成 27年４

月１日施行。以下「旧要綱」という。）は、廃止する。 

３ 施行日前に、旧要綱の規定により交付された補助金については、なお従前の
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例による。 

４ 施行日前において、旧要綱第４条第１項各号に規定する事由に係る費用を

負担した事業所であって、旧要綱第５条第２項第２号又は第４号ウに規定す

る書類が施行日以後に発行されたものに係る旧要綱に基づく補助金の交付に

ついては、なお従前の例による。 
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別表第１（第４条関係） 

各法人又は事業所において負担する介護職等の職場環境等の整備に要する

費用（基本給等により支給されるもの及びサービス利用者に対するものを除

く。）及びサービスを安定して提供するために必要な費用であって、次に掲げ

るもの 

 

(1) 介護職等の職場環境若しくは保健衛生の改善又は整備に要する費用 

(2) 事務処理負担軽減のためのＩＴ化に必要な設備又は運用に係る費用 

(3) サービスを提供するために必要とする費用のうち、物価高騰などの影 

響を受けて前年度より負担増となった費用 

 (4) 介護職等の人材確保（外国人等を含む。）に要する費用 

(5) 介護職等の人材確保に係る、求人広告、求人情報紙等への掲載に要する

費用（介護職員等の採用に伴い生じる紹介料、成功報酬等を除く。） 

 (6) 勤続年数に応じた表彰、記念品の購入等に要する費用その他法人が規定 

する福利厚生に係る事業に要する費用 

 (7) 介護職等の育成に係る次に掲げる費用（飲食に係るものを除く。） 

ア 介護職等が次に掲げる研修に参加するために、事業所が負担した受講

料、テキスト代等の費用 

(ｱ) 法令等で定められた研修 

(ｲ) 介護サービスを提供するために必要な資格の取得及び現に有する

資格の更新のための研修 

イ 事業所が主催した研修に招いた外部講師（当該法人の役員、理事、監 

事その他法人関係者を除く。）の講師料及び講師交通費 

ウ その他介護職等又は事業所の資質の向上に資すると認められる研修に

係る費用 

(8) その他市長が必要と認めた費用 

備考１ 「基本給等」とは、雇用契約に基づき介護職等に対し支払われる給与及

び各種手当をいう。 

  ２ 第６条第２項の規定により補助金の交付の決定を受けた日から当該年

度の末日までの間に負担した費用に限る。 

  ３ 他の補助制度により補助を受けた費用については、補助対象経費とし

ない。 
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別表２（第５条関係） 

1法人につき 20万円。ただし、市内において複数サービスを提供している場合

には、１サービスにつき 10万円を追加する。 

（基本（１サービス）額（20万円）＋２サービス提供（（２－１（基本））×10

万円）＝30万円） 

備考１ 次に掲げるサービスは、算定の対象としない。 

(1) 短期入所生活介護のうち、高齢者施設等の空床を用いて実施してい 

るもの 

(2) 介護保険法第 71 条第１項の規定により指定居宅サービス事業者とみ

なされた保険医療機関（介護保険事業所番号が 141又は 143で始まる事

業所をいう。） 

２ １事業所において、介護サービス及び介護予防サービスの両方のサービ

スを提供している場合は、一つのサービスとして取り扱うものとする。 

    

 


